
司法書士による

「返済に困つたらまず司法書士に相談 !」

相談強化月間 (無料相談)を実施 します

沖縄県司法書士会

日本司法書士会連合会 (会長齋木賢二)では、平成 27年 2月 を「返済に困つたらまず司法書士に

相談 !～金銭 トラブル」強化月間と定め、全国の司法書士会における相談会等の開催を提唱してお り

ます。そこで、沖縄県司法書士会 (会長伊仲誠保)と しましては下記のとお り、相談強化月間 (無料

相談)の実施を決定しました。

平成 25年度の司法統計によると第 1審通常訴訟既済事件数のうち、金銭を目的とする訴え総数 3

34, 803件 のうち代理人が関与 した件数は 99,480件 に過ぎず、そのうち被告側への代理人

関与件数は 34, 318件 と全体の 1割程度 しかありません。

これ らの請求の中には、すでに時効によつて支払 う必要のない請求や、猶予や免除制度を利用でき

た奨学金の請求、また、この統計に含まれない訴訟に移行する前の支払督促や少額訴訟の申立なども

含めると膨大な数が存在すると予測されます。

〔例 1:奨学金問題〕

大学の学費が高騰する一方、不況による影響で家計収入が下がり、大学生の半数以上が奨学金を

利用 していますが、非正規雇用による低賃金や不安定雇用の拡大により大学卒業後も安定した収入

が得 られず、奨学金を返 したくても返せない利用者が増加 してお り、その数は 33万人にも及んで

おります。しかし、大学生の 3人に 1人が貸与型奨学金を利用 している日本学生支援機構では、サ

ービサーや支払督促制度を利用 した回収を強化 してお り、支払督促の申立件数は平成 20年度 2,

173件 から平成 24年度 9, 588件 と急激に増加 しています。

〔例 2:滞納家賃の請求〕                                `
借金や給与の未払いなどで生活が困窮 している事情があるなど、生活再建のために様々な法律上

の支援を必要とする場合があります。

また、借 り主が時効制度を知 らないことに乗 じて、すでに回収不能として貸倒処理 し、時効により

消滅 している自らの債権や買い取つた債権を、個別訪問や裁判手続きを利用し、回収する貸金業者が

いることが裁判例などで報告されています。

この相談会では、上記の例のほか、何 らかの金銭債権の請求を受け、お困りの方々のご相談にお応

えします。

◆期 間 :平成 27年 2月 の 1か月間

◆場 所 :①なは司法書士総合相談センター     毎週火 。本曜日 PM2:00～ PM4:00

那覇市おもろまち4丁 目16番 33号 (沖縄県司法書士会内)

②やんばる司法書士総合相談センター   毎月 1回第 3水曜日

名護市大中 1丁 目19番 24号 (名護市産業支援センター内)

◆相談料 :無料

◆ 予   約 : 0 9 8-8 6 7-3 5 7 7

◆相談例 :昔借 りた借金の請求が来たけど払わなければいけないだろうか ?

就職できなかつた。奨学金の支払いをどうしよう中●

給与が下がつて家賃を滞納 してしまった―・

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本件に関するお問合せ先 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆お

沖縄県司法書士会

TEL:098-867-3526    FAX:098-861-7758

<住所 >〒 90隣0006 沖縄県那覇市おもろまち 4丁 目 16番 33号

<II P>http://― .okinava一 shiho一 shoshi.net/
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田ったち書ず「司法書士」に相談 r

～ 理学金の請求与倍金の返清、家賃澪納など ～

請求に頭を悩ませているならば、「くらしの法律家Jである司法書士に相談をして、解決に向け

て行動をとつてみましょう !司法書士は、140万円以内の民事紛争に関する代理、これを超える

場合の裁判所へ提出する書類の作成を業務として行う国家資格を得た専門家です。

ずっと請求を受けていなかつた借金の支払いの督促が来た 日D■

長い間、請求を受けていない場合には、消滅時効という制度により、支払う必要が

なくなることがあります。ただし、相手方に支払いを約束するなどの対応をすると、

この制度が使えなくなることもあるので、対応は慎重にする必要があります。相手

方に連絡をする前に、司法書士にご相談ください。

給料が下がつてしまい、借 りている部屋の賃料の支払を滞らせている日■■

部屋を借 りるという契約は長期間継続することを前提に していますので、支払を滞

らせたからといって、直ちに明け渡す必要があるとは限 りません。ただ し、長期間

支払いを滞らせると、いずれ明け渡さざるを得なくなるでしょう。生活を維持する

ことを最優先に考えなくてはなりません。今とることができる最善の方法を一緒に

考えます。司法書士にご相談ください。

就職できず、奨学金の支払いに頭を悩ませている E■ ■

奨学金の制度には、一定の要件があるものの、猶予や免除を受けることができるも

のもあります。また、奨学金を借りる際に、お願いした保証人への影響を考えて悩

まれている方もいらっしゃるでしょう。今置かれた状況の中でどのようにすれば―

緒に考えます。司法喜士にご相談ください。

なは司法書士総合相談センター (沖縄県司法書士会館内)毎週火・木曜日

やんばる司法書士総合相談センター (名護市産業支援センター内)毎月1回第3水曜日

時間 PM2:OO～ PM4:OO 祝祭日を除く (一人30分 )

要ラ約  ラ約受付番号 098-867-3577
沖縄県司法書士会(受付時間 AM9:∞～PM5:00土・日祝祭日除く)




